
エレベーター工事期間中(6/1～7/31)の式場使用について

工事期間中は午前８時３０分から午後５時までです。工事音の大きさは日によって異なり

ますが、音が大きい時だと会話が不可能なレベルの音が発生します。ただし、午前１１時か

ら午後１時の２時間は工事を停止しますので、その時間で告別式を行っていただきます。

１ 工事対象エレベーター

一般用エレベーター（棺運搬用）

２ 工事期間

令和８年６月１日（月）～令和８年７月３１日（金）

（６月５日～９日および６月１５日～１９日の１０日間は斎場を閉鎖します）

３ 式場等について

４ 棺等の運搬について

エレベーターが使用できないため、寝台車で棺を運搬します。工事期間中は市民斎場２階

正面入口前にある車止めを撤去しますので、車両の進入が可能となります。「斎場１階の霊

安室から斎場２階正面入口」および「斎場２階正面入口から火葬場」への運搬を市が用意し

た寝台車で運搬します。

使用可能な式場 第１式場のみ

告別式 午前１１時～午後１時の間で実施

通夜 午後６時以降から実施

会席室 午前９時～午後５時の間は使用不可

火葬枠 工事期間中の斎場利用者は午後１時の火葬枠を使用



寝台車が常駐する時間は下記のとおりとなりますので、その間に棺を運搬してください。

霊安室および湯かん室を使用せずに直接棺を式場に搬入する場合には、葬祭事業者様が

「斎場２階正面入口」に車をつけて式場へ棺を搬入していただきますようお願いいたしま

す。

また、お花等の運搬については配膳用エレベーターを使用していただくか、「斎場２階

正面入口」に車をつけて搬入してください。「斎場２階正面入口」に車で進入する場合に

は歩行者等の通行・周囲の安全確保に配慮していただきますようお願いいたします。

５ 工事音について

工事期間中は、午前１１時から午後１時を除く午前８時３０分から午後５時までは、

改修工事にともなう工事音が発生します。式の時間中は工事を中断するよう依頼してい

ますが、その前後は工事を行うため、葬祭事業者様が準備を行っている場合や御遺族様

や参列者様が来場している場合でも工事音が発生してしまいます。

６ その他

・２機あるエレベーターを別々に工事しますので、御遺族様・参列者様のエレベーター

の御利用は可能です。

・斎場閉鎖期間中も斎場や火葬場の予約は受付しております。また霊安室もご利用いた

だけます。

改修工事期間中は使用制限や工事音が発生いたします。葬祭事業者様・御遺族様がそ

のような事情も御承知いただいた上で、青梅市民斎場をご使用いただきますようお願い

申し上げます。

友引日の前日 午前９時３０分～午後１時３０分

友引日 午後３時～午後４時

上記以外の日 午前９時３０分～午後４時

寝台車による搬入(イメージ)

工事期間中は中央の車止めを撤去


